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令和４年度恵庭市教育委員会会議（３月臨時会）会議録 

日   時 令和５年３月１７日（金） 開会１７時３０分 閉会１８時３０分 

会   場 市民会館 １F 第１会議室 

出席委員 

教育長                       岩渕   隆 

教育長職務代理者             土谷 秀樹 

委  員                       尾形 直子（欠席） 

委  員                       福屋 栄人 

委  員                       白﨑 亜紀子 

会議出席者 

教育部長                     竹内 春実 

教育部次長                   大嶋 克幸 

教育総務課長                 早川 剛志 

教育支援課長                 藤本 恵美子（欠席） 

学校給食センター長            加藤 孝行 

社会教育課長                 黒氏 優子 

読書推進課長                 岩崎 春恵 

郷土資料館長                 高橋 光男 

教育施設課長                 堀越 拓也 

教育総務課指導主事           甲斐 丈治 

教育総務課主査               柴田 慎一 

議題及び議事の概要 別紙のとおり 

会議の傍聴を許可された者 なし 

議事録署名委員 福屋 栄人 
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令和４年度恵庭市教育委員会会議（３月臨時会）結果表
令和５年３月３日（金） １７時３０分開会 

１８時３０分閉会 

会場：市民会館 １F 第１会議室 

事案番号 件      名 議決結果 

議案第1号 教育委員会事務局職員の人事異動について（非公開） 原案可決 

議案第2号 恵庭市教育委員会事務局組織に関する規則の一部改正について 原案可決 

議案第3号 恵庭市教育委員会事務局事務決裁規程の一部改正について 原案可決 

議案第4号 恵庭市立学校管理規則の一部改正について 原案可決 

議案第5号 
恵庭市立学校に勤務する教育職員の業務量の適切な管理等に関す

る規則の一部改正について 
原案可決 

議案第6号 
恵庭市立学校に勤務する教諭等の標準的な職務の内容及びその例

並びに教諭等の職務の遂行に関する要綱の制定について 
原案可決 

議案第7号 
恵庭市立学校に勤務する事務職員の職務の内容及びその例並びに

事務職員の職務の遂行に関する要綱の制定について 
原案可決 

○会議出席者 

         岩渕教育長 

教育委員：土谷委員、福屋委員、白﨑委員 

事務局  ：竹内教育部長、大嶋教育部次長、早川教育総務課長、加藤学校給食センター長、黒

氏社会教育課長、岩崎読書推進課長、高橋郷土資料館長、堀越教育施設課長、甲斐

教育総務課指導主事、柴田教育総務課主査
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議   事    録  

                                  開会 1７時３０分                                   

教 育 長 

事 務 局 

教 育 長 

委    員 

教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

事 務 局 

只今より教育委員会を開催いたします。初めに日程１、議事録署名委員の指名

について事務局お願いします。 

今回会議の議事録署名委員は、福屋委員お願いします。 

よろしいでしょうか。 

（ 承認 ） 

次に日程２、前回会議録の承認について事務局お願いします。 

（ 事務局から前回の議事録について報告 ） 

ただいまの記録のとおり承認するということでよろしいですか。 

（ はいの声 ） 

続いて日程３、議案に入ります。   

議案第１号、教育委員会事務局職員の人事異動については、教育委員会会議

の傍聴及び秘密会の基準のうち、個人情報に係る全面的に非公開とする議案の協

議が行われますので、恵庭市教育委員会会議規則第16条に基づく秘密会として

非公開で行うことに決定したいと考えます。それに異議ありませんか。 

（ なしの声 ） 

異議なしと認めそのように進めさせていただきます。 

（ 議案第１号非公開審議 ） 

次に、議案第２号は、恵庭市教育委員会事務局組織に関する規則の一部改正に

ついてです。事務局から説明をお願いします。  

議案第２号、恵庭市教育委員会事務局組織に関する規則の一部改正について

説明いたします。４ページの議案２をご覧ください。前回の教育委員会において、恵

庭市教育支援センター設置運営要綱の制定について報告しましたが、「適応指導

教室」の名称を「教育支援センター」に変更することに伴い、本規則を改正するもの

であります。新旧対照表は省略しております。このページの改正規則で説明します。

別表に、各課の事務分掌が規定されておりますが、その中で教育支援課の事務分

掌中「適応指導教室」を「教育支援センター」に改めるものであります。附則であり
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教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

事 務 局 

教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

事 務 局 

ますが、本改正規則は公布後、令和５年４月１日から施行するものであります。よろし

くご審議の上、原案のとおり議決賜りますよう、お願い申し上げます。 

ただいまの議案第２号について、ご質疑等はございますか。 

（ なしの声 ） 

お諮りいたします、議案第２号について、原案のとおりでよろしいでしょうか。 

（ はいの声 ） 

議案第２号については、原案のとおりとします。 

以上で議案第２号について終了いたします。 

次に、議案第３号は、恵庭市教育委員会事務局事務決裁規程の一部改正につ

いてです。事務局から説明をお願いします。 

議案第３号、恵庭市教育委員会事務局事務決裁規程の一部改正について、説

明いたします。６ページの議案３をご覧ください。本規程も、議案第２号と同様の理由

により改正するものであります。新旧対照表は添付しておりませんので、このページの

改正訓令で説明します。別表第２に、課ごとの個別決裁事項や決裁権者等が規定

されておりますが、その中で教育支援課の決裁・専決事項中「適応指導教室」を

「教育支援センター」に改めるものであります。附則でありますが、令和５年４月１日

から施行するものであります。よろしくご審議の上、原案のとおり議決賜りますよう、お

願い申し上げます。 

議案第３号について、ご質疑等はございますか。 

（ なしの声 ） 

お諮りいたします、議案第３号について、原案のとおりでよろしいでしょうか。 

（ はいの声 ） 

議案第３号については、原案のとおりとします。 

以上で議案第３号について終了いたします。 

  次に、議案第４号、恵庭市立学校管理規則の一部改正について、事務局から説

明をお願いします。 

議案第４号、恵庭市立学校管理規則の一部改正について、説明いたします。８ペ

ージの議案４をご覧ください。今回の主な改正点は大きく２点で、１点目は、教諭等

の職務の明確化や、事務職員の校務運営への参画促進のため、それぞれ職務の内

容その他職務の遂行に関し必要な事項を定める規定の追加、２点目は、令和３年に
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教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

事 務 局 

道の条例改正を受け、恵庭市立学校の教職員も「１年単位の変形労働時間制」を

活用できる規定を追加するものであります。なお、「１年単位の変形労働時間制」で

ありますが、いわゆる「休日のまとめ取り」のことで、正規の勤務時間を超えて勤務し

た分を夏休みや冬休みなどに充てることで、集中して休日を確保できる制度であり、

教職員の心身のリフレッシュなど、働き方改革を目的としております。それでは、９ペ

ージの新旧対照表をご覧ください。第６条の２として、第１項は、議案第６号で説明し

ますが、教諭等の標準的な職務の内容その他職務の遂行、第２項は、これも議案第

７号で説明しますが、事務職員の職務の内容その他職務の遂行に関し、それぞれ必

要な事項を定める規定を追加するものであります。次に、第７条は、第６条の２で定

める事項を参酌して校務分掌を定める規定を追加するものであります。次に、第２８

条では、職員の勤務時間、休暇等に係る根拠条例・規則を新たに追加するものであ

ります。最後に、第２９条の２として、道の条例・規則に基づく勤務することを要しない

時間の指定は、校長が行う旨の規定を追加するものであります。８ページに戻り、附

則でありますが、本改正規則は公布後、令和５年４月１日から施行するものでありま

す。よろしくご審議の上、原案のとおり議決賜りますよう、お願い申し上げます。 

いま説明がありましたが、議案第４号について、ご質疑等はございますか。 

（ なしの声 ） 

お諮りいたします、議案第４号について、原案のとおりでよろしいでしょうか。 

（ はいの声 ） 

議案第４号については、原案のとおりとします。 

以上で議案第４号について終了いたします。 

次に、議案第５号は恵庭市立学校に勤務する教育職員の業務量の適切な管理

等に関する規則の一部改正についてです。事務局から説明をお願いします。 

議案第５号、恵庭市立学校に勤務する教育職員の業務量の適切な管理等に関する規

則の一部改正について、説明いたします。１１ページの議案５をご覧ください。本規則は、教

職員の業務量の適切な管理や、健康や福祉の確保を図るための措置に関する規則であり

ますが、先ほど説明した「１年単位の変形労働時間制」を活用できることとするため、所要

の改正を行うものであります。１２ページの新旧対照表をご覧ください。第１条は、正規の勤

務時間の根拠として、給特条例第９条第１項（長期休業期間中に週休日を連続して設ける

ための週休日及び勤務時間の割振りの特例）を追加するものであります。次に第２条で

は、第１項では恵庭市立学校管理規則第１９条第１項第３号に掲げる日（開校記念日）を

加えることと、「１年単位の変形労働時間制」を活用する場合は時間外在校等時間の限度

について、第１号では１月につき４２時間、第２号では１年につき３２０時間、第２項第４号で

は１年のうち超える月数が１月につき４２時間となることを追加するものであります。１１ペー

ジに戻り、附則でありますが、本改正規則は公布後、令和５年４月１日から施行するもので

あります。よろしくご審議の上、原案のとおり議決賜りますよう、お願い申し上げます。 
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教 育 長 

委    員 

事 務 局 

委    員 

事 務 局 

委    員 

事 務 局 

教 育 長 

委    員 

事 務 局 

いま説明がありましたが、議案第５号について、ご質疑等はございますか。 

今の説明の中で、変形労働時間制についてですが、活用する場合と、活用しない場合

と、２つのパターンがあるということですか。 

変形労働時間制を１年単位で活用しない場合は、例えば 1カ月の時間外勤務時間の

上限が４５時間ですが、変形労働時間制では、個人単位で活用する、しないを決められま

すし、活用する期間を１カ月以上１年以内のなかで選択できるようになっています。そのな

かで活用すると決めた期間、例えば 1カ月の在校等時間の上限が４５時間要するに活用

しない時より少ない時間の中でやってください、という取扱いになるということです。 

活用するしないということは、教員の方にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。そ

ういうことは発生するのでしょうか。 

活用するメリットですが、この制度は、例えば４月から６月が忙しくて所定の時間を１６時

間超えた場合、授業などがない夏休みに２日分を休日にできるというものです。休日をとり

やすい時期にとるという趣旨の制度でありますので、そこはメリットと考えております。あと

は、職種等によって活用するしないということが出てくるのかなと思います。 

一般の先生のことを考えると皆活用したほうが良いと思うのですが、職種によっては活

用しない方がよいということですか。 

恵庭市では令和5年度から始めようとしておりますが、まずやってみた中で、例えば一般

教員と、部活動指導を行う教員とのあいだで、活用しても休日に振り替えられないと制度

にも反するということもありますので、我々もこれから運用して実績が出て来てからというこ

とになります。そこは見ていきながら、あくまでも教員にとってリフレッシュしやすく、時間外勤

務時間も減らせるというようなものにはしていきたいので、まずは制度的に活用できるの

で、校長と相談して使う人と使う期間を設定してもらいますが、その活用の仕方も見ながら

検証も市教委としてはすることになると思います。 

既に道立学校では導入されていますが、制定過程の中において、道教委がいろいろな

団体の話を聞いて、選択肢のひとつとして導入した方がいいということで始まったもので

す。今日の議案のほとんどが道立学校で使われている行政手続き上の文案を市町村に示

したもので、本件もそのまま使っていますので、今のご質問に関しては、今後さらに研究して

いくというように対応していただいた方がいいかなと思います。 

他にございませんか。 

変形労働時間制を適用されて、休日をとりやすくするというかたちになったときに、例え

ば有給休暇と組み合わせた時に最大何日間まで休みが取れるのでしょうか。 

確かに有給休暇と組み合わせることで、まとまった休み、長期間休みをとれますが、最大

で何日といった制限はないので、例えば変形労働制で３日、有給休暇２日、土日あわせて

1週間ということも制限なくできます。そこも教員が選択できることで、教員にとってはリフレ
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教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

事 務 局 

教 育 長 

委    員 

事 務 局 

教 育 長 

事 務 局 

ッシュしやすいのかなと思います。 

他にご質疑ありますか。 

（ なしの声 ） 

お諮りいたします、議案第５号について、原案のとおりでよろしいでしょうか。 

（ はいの声 ） 

議案第５号については、原案のとおりとします。 

以上で議案第５号について終了いたします。 

次に、議案第６号は、恵庭市立学校に勤務する教諭等の標準的な職務の内容及びその

例並びに教諭等の職務の遂行に関する要綱の制定についてです。事務局から説明をお願

いします。 

議案第６号、恵庭市立学校に勤務する教諭等の標準的な職務の内容及びその例並び

に教諭等の職務の遂行に関する要綱の制定について、説明いたします。１５ページの議案

６をご覧ください。本要綱は、教諭等がその専門性を発揮して職務を遂行できるようにする

ことを目的として制定するものであります。内容でありますが、第１条は、目的について、た

だいま申し上げた内容を規定しております。第２条は、教諭の標準的な職務の内容及びそ

の例を、１７ページの別表のとおりとすることを規定しております。第３条は、主幹教諭の標

準的な職務の内容について、別表に掲げるもののほか、第１号から第３号までの３点規定

しております。第４条は、助教諭の標準的な職務の内容を、第５条は、講師の標準的な職務

の内容を規定しております。次に第６条は、教諭等の職務の遂行に係る留意事項につい

て、１６ページまでの６点規定しております。１７ページの別表は、教諭等の標準的な職務の

内容及びその例を規定しております。最後に１６ページに戻り、附則でありますが、本要綱

は、令和５年４月１日から実施するものであります。よろしくご審議の上、原案のとおり議決

賜りますよう、お願い申し上げます。 

いま説明がありましたが、議案第６号について、ご質疑等はございますか。 

別表の内容は、これまでもあった業務で、今回要綱制定ということで、あえて明確に役割

を分けて記載したということなのでしょうか。 

これまでも行っていた業務を、改めて標準的な職務として内容を例示したもので、これを

標準という意味合いで具体的に規定しているものです。 

  そもそも、今回、なぜこれを制定したのですか。 

  中央教育審議会で、持続可能な学校指導や運営体制の構築について答申を受け、こち

らも学校における働き方改革の位置づけになっておりますので、教員が行う業務を明確

化、適正化して確実に実施するということが、背景としてあります。そして教諭等は専門性を
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教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

事 務 局 

教 育 長 

委    員 

教 育 長 

発揮して、本来の職務を行うことができるよう環境を整備するということが、今回このような

職務を制定した目的となっております。 

他にございませんか。 

（ なしの声 ） 

お諮りいたします、議案第６号について、原案のとおりでよろしいでしょうか。 

（ はいの声 ） 

議案第６号については、原案のとおりとします。 

以上で議案第６号について終了いたします。 

次に、議案第７号は、恵庭市立学校に勤務する事務職員の職務の内容及びその例並び

に事務職員の職務の遂行に関する要綱の制定についてです。事務局から説明をお願いし

ます。 

議案第７号、恵庭市立学校に勤務する事務職員の職務の内容及びその例並びに事務

職員の職務の遂行に関する要綱の制定について、説明いたします。１９ページの議案７をご

覧ください。事務職員がより主体的かつ積極的に校務運営に参画し、その専門性を発揮し

て職務を遂行できるようにすることを目的として制定するものであります。内容であります

が、第１条は、目的について、ただいま申し上げた内容を規定しております。第２条は、第１

項では専門性を生かし、主としてつかさどる職務の内容及びその例を、２０ページの別表

第１のとおり、第２項では担当することが望ましい職務の内容及びその例を、２１ページの

別表第２のとおりとすることを規定しております。第３条は、事務職員の職務の遂行に係る

留意事項について、６点を規定しております。２０ページの別表第１は、事務職員が専門性

を生かし、主としてつかさどる職務の内容及びその例を規定しております。２１ページの別

表第２は、事務職員が担当することが望ましい職務の内容及びその例を規定しておりま

す。最後に１９ページに戻り、附則でありますが、本要綱は、令和５年４月１日から実施する

ものであります。よろしくご審議の上、原案のとおり議決賜りますよう、お願い申し上げます。

いま説明がありましたが、議案第７号について、ご質疑等はございますか。 

別表第1と第2があって、第2は担当することが望ましい職務の内容となっていますが、

担当することが望ましい職務となると、担当しなくてもよいということにもなるのかなと思い

ますが、担当しなかった場合どのような取り扱いになるのでしょうか。 

別表第2について、担当することが望ましい職務ということですが、事務職員が行ってい

る学校もあれば教員が担当しているという学校もあるところです。ここでは事務職員が担

当することが望ましいということで例示はしていますが、教員が担当することは学校によっ

てはありうるという趣旨でございます。 

数年前に学校教育法が改正されまして、もともとは事務に従事する、という表現だったも
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委    員 

教 育 長 

事 務 局 

（指導主事） 

教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

のが、事務をつかさどるという表現に変わりました。小、中、高校すべての事務職員やはり

学校の中はチームとして、チーム学校としてやっていくためには、事務職員にも加わってもら

い、専門性を有するスタッフとして学校運営に深く関わってもらおうという趣旨でした。委員

のご指摘もその通りだと思います。ただ対象の職務全体を見ますと、学校によっては自治体

が雇っている職員が担当したり、教員が担当したり、様々で、学校によって違うなかで、あく

までも例示として規定したものではないかなと思います。 

なんとなく、担当することが望ましいというよりも、事務職員の方がやらなければならない

というニュアンスになってくるのではないかなと思います。それが負荷をかけることになるの

かどうかはわからないのですが。「望ましい」という表現がよいのかどうか、疑問に思いまし

た。 

この言葉も行政手続き上、北海道が定めた言葉ですのでそれに倣ってということになり

ますが「望ましい」ということですし、「私はしたくありません」というものでもありませんので

そこは学校の事情、分掌の中で決めてもらうことだと思います。最終的には学校長の判断

となります。本人がやりたくないとなっても「はいそうですか」とはなりません。学校長の名の

もとにおいて学校で仕事をしているわけですから、そこも学校長の判断となります。 

事務職員というのは、今までどちらかというと事務という感じがしていましたが、今の時

代、事務職員もやはり教育に関わる部分、例えば今のところでいうと学校評価とか学校経

営とかという部分が、これまでは関わりが薄かったと思います。教育長がお話しされたよう

に事務職員の職務の言葉が変わりましたが、変わった意図というのが、学校経営にどれだ

け関わっていくかというところがこれからの課題であり、そして組織的にやっていこうという

ことなので、今まであいまいだった部分で「事務職員の仕事ではない」と言っていた部分

を、学校経営を考えれば、学校評価だとかも関わりましょうと。証明書等の手続きは一般的

に事務職員がやっているのでしょうけども、申請等は基本的に教員などが自分でするもの

という風になっている部分も事務職員がやってくれているというところもあるので、そこを組

織的にどうやっていくか。職種が教職と事務職は違いますよね。そこを同じベクトルで、絡め

てやっていくというところが、今回の「望ましい」という言葉の意味なのかなと思います。やり

なさいとまではいかないけども「ここまでは」という、逆にいうと「望ましい」と示して、これを

やっていきましょうという意図なのかなと個人的には思います。 

他にございませんか。 

（ なしの声 ） 

お諮りいたします、議案第７号について、原案のとおりでよろしいでしょうか。 

（ はいの声 ） 

議案第７号については、原案のとおりとします。 

以上で議案第７号について終了いたします。 

続いて日程４、その他について事務局お願いします。 
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事 務 局 

教 育 長 

委    員 

事 務 局 

教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

教員住宅の在り方に係る管理者住宅の有効利用について、報告させていただきます。３

月３日に開催されました教育委員会において、恵庭市教員住宅のあり方で管理者住宅に

ついて、４年度の検証、５年度の廃止のスケジュールと報告させていただいたところです

が、新年度の教員住宅の申し込みを終了したところ、空き住宅２件に対し４件の申し込み

があり、２件の不足となりました。こうしたことから今回、教員住宅の不足解消と管理者住

宅の有効利用を図るため、２件の修繕の伴わない管理者住宅を一般教員住宅として貸し

出すことといたしましたので、改めてご報告させていただきます。 

このことについて質問等ありますか。 

それは一般教職員が、本人が勤務している学校ではない学校の管理者住宅に住

むということですか。 

２件のうち、1件につきましては他の学校の方が違う学校の管理者住宅に住むと

いうことになりますが、もう1件につきましては、恵庭中学校なのですが、恵庭中の教

員のため、恵庭中学校の管理者住宅に住むというかたちになりました。 

その他、ありますか。 

（ 次回の日程確認 ） 

その他、全体を通して何かありますか。 

（ なしの声 ） 

なければ、以上をもちまして、本日の教育委員会を終了いたします。 

  ありがとうございました。 

 終 了 


